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附
属
書
三

運
用
上
の
証
明
手
続

第
一
規
則

定
義

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
」
と
は
、
各
締
約
国
の
法
令
に
従
い
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給

に
つ
い
て
又
は
そ
の
発
給
を
行
う
団
体
の
指
定
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
う
当
局
を
い
う
。

第
二
規
則

原
産
地
証
明
書
の
発
給

１

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
輸
出
者
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
そ
の
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
書
面
に

よ
る
申
請
に
基
づ
き
、
原
産
地
証
明
書
を
発
給
す
る
。
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
自
国
の
関
係
法
令
に
よ

り
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基
づ
き
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
行
う
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
指
定
団
体
」

と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
締
約
国
は
、
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
指
定
団
体
に
つ
い
て
、
名
称
及
び
住

所
の
一
覧
表
並
び
に
原
産
地
証
明
書
の
発
給
に
使
用
す
る
署
名
の
見
本
及
び
公
印
又
は
印
章
の
図
案
の
一
覧
表
を
他
方
の
締

約
国
に
提
供
す
る
。
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３

２
に
規
定
す
る
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
な
い
署
名
を
有
す
る
原
産
地
証
明
書
は
、
有
効
な
も
の
と
し
な
い
。

４

産
品
の
輸
出
者
が
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
当
該
産
品
の
生
産
者
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
輸
出
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か

の
申
告
書
に
基
づ
い
て
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
輸
出
者
が
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
に
提
出
す
る
申
告
書
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が

(a)
当
該
輸
出
者
に
提
供
す
る
情
報
に
基
づ
く
も
の

当
該
輸
出
者
の
要
請
に
よ
り
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
に
直
接
か
つ
任
意

(b)
に
提
出
す
る
申
告
書

５

原
産
地
証
明
書
は
、
そ
の
発
給
を
申
請
す
る
輸
出
者
又
は
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
で
あ
っ
て
４

に
規

(b)

定
す
る
も
の
が
、
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
に
対
し
、
輸
出
さ
れ
る
産
品
が
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品

で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
後
に
の
み
発
給
さ
れ
る
。

６

５
に
規
定
す
る
輸
出
者
又
は
生
産
者
が
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
後
、
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
な
い
こ
と
を

知
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
輸
出
締
約
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
に
対
し
書
面
に

よ
り
遅
滞
な
く
通
知
す
る
。
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７

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
は
、
６
の
規
定
に
従
っ
て
通
知
を
受
領
し
た
場
合
又
は
原
産

地
証
明
書
の
発
給
の
後
に
産
品
が
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の

発
給
を
受
け
た
輸
出
者
が
当
該
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
に
当
該
原
産
地
証
明
書
を
返
却
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
原
産

地
証
明
書
を
取
り
消
し
、
並
び
に
当
該
輸
出
者
及
び
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
対
し
速
や
か
に
そ
の
取
消
し
を
通
報
す

る
。

８

原
産
地
証
明
書
の
様
式
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
英
語
で
作
成
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
附
属
書
の
付
録
に
定
め
る
事
項
に

つ
い
て
の
記
載
を
必
ず
含
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
規
則

原
産
地
証
明
書
の
提
示

１

輸
入
者
は
、
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
に
当
た
り
、
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
対
し
、
次
の
も
の
を
提
出
す

る
。

有
効
な
原
産
地
証
明
書

(a)

輸
入
締
約
国
の
法
令
に
従
い
要
求
さ
れ
る
他
の
書
類
（
例
え
ば
、
仕
入
書
（
第
三
国
で
発
給
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）

(b)
及
び
輸
出
締
約
国
に
お
い
て
発
給
さ
れ
た
通
し
船
荷
証
券
）
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２

課
税
価
額
の
総
額
が
二
百
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル
若
し
く
は
輸
入
締
約
国
の
通
貨
に
よ
る
そ
の
相
当
額
又
は
当
該
輸
入
締

約
国
が
設
定
す
る
こ
れ
よ
り
も
高
い
額
を
超
え
な
い
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
の
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
原
産
地
証
明
書

の
提
出
を
要
求
さ
れ
な
い
。

３

輸
入
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
原
産
地
証
明
書
に
関
す
る
義
務
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

輸
出
締
約
国
の
原
産
品
が
一
又
は
二
以
上
の
第
三
国
を
経
由
し
て
輸
入
さ
れ
る
場
合
に
は
、
輸
入
締
約
国
は
、
当
該
原
産

品
に
つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
輸
入
者
に
対
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。通

し
船
荷
証
券
の
写
し

(a)

当
該
第
三
国
の
税
関
当
局
そ
の
他
の
関
連
す
る
主
体
が
提
供
す
る
証
明
書
そ
の
他
の
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
第
三
国
に

(b)
お
い
て
積
卸
し
及
び
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
作
業
以
外
の
作
業
が
当
該
原
産
品
に
つ

い
て
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

第
四
規
則

原
産
地
証
明
書
の
有
効
性

１

原
産
地
証
明
書
は
、
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
に
よ
る
発
給
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
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輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

１
に
規
定
す
る
提
出
の
た
め
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
原
産
地
証
明
書
を
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
提
出
す
る
場
合
に

お
い
て
、
提
出
の
た
め
の
期
間
に
関
す
る
要
件
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
不
可
抗
力
そ
の
他
輸
出
者
又
は
輸
入
者
に

と
っ
て
や
む
を
得
な
い
正
当
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
は
、
受
理
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書
は
、
輸
入
締
約
国
へ
の
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
の
一
回
限
り
の
輸
入
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。

第
五
規
則

記
録
の
保
管

１

各
締
約
国
は
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
輸
出
者
又
は
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
で
あ
っ
て
第
二

規
則
４

に
規
定
す
る
も
の
が
、
当
該
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
記
録
を
保
管
す
る
こ
と
を
自
国
の
法
令
に

(b)

従
っ
て
確
保
す
る
。
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
当
該
輸
出
者
又
は
当
該
生
産
者
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
日
の
後
三

年
間
、
当
該
記
録
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

２

各
締
約
国
は
、
自
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
が
、
そ
の
発
給
し
た
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て
の
記

録
を
当
該
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
日
の
後
三
年
間
保
管
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
当
該
記
録
に
は
、
輸
出
締
約
国
の
原
産
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品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
す
べ
て
の
補
助
的
な
文
書
を
含
む
。

第
六
規
則

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認

１

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
輸
出
締
約
国
か
ら
輸
入
さ
れ
、
及
び
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
さ
れ
る
産
品
が
こ
の
協

定
に
基
づ
く
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
、
当
該
産
品
が
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で

あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
要
請
が
当
該
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府

当
局
に
対
し
原
産
地
証
明
書
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

２

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
１
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
要
請
さ
れ
た
情
報
を

そ
の
要
請
の
受
領
の
日
の
後
九
十
日
以
内
に
提
供
す
る
。
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
産
品

が
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
追
加
の
情
報
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
輸
出
締
約
国
の

権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
当
該
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
が
追
加
の
情
報
を
要
請
す
る
場
合
に
は
、
自
国
の
法
令
に
従

い
、
要
請
さ
れ
た
情
報
を
当
該
追
加
の
情
報
の
要
請
の
受
領
の
日
の
後
九
十
日
以
内
に
提
供
す
る
。

３

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
２
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
輸
出
者
又

は
当
該
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
で
あ
っ
て
第
二
規
則
４

に
規
定
す
る
も
の
に
対
し
、
輸
入
締
約
国
の
税

(b)
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関
当
局
か
ら
要
請
さ
れ
た
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

１
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
の
要
請
は
、
第
七
規
則
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
訪
問

を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

５

こ
の
規
則
及
び
第
七
規
則
に
規
定
す
る
手
続
の
期
間
中
、
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否
か

に
つ
い
て
の
確
認
の
結
果
が
出
る
ま
で
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局

は
、
当
該
産
品
が
適
切
な
行
政
上
の
措
置
の
対
象
と
な
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
手
続
の
完
了
を
待
た
ず
に
輸
入
者
に
対

し
て
当
該
産
品
の
引
取
り
を
許
可
す
る
。

第
七
規
則

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
訪
問

１

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
次
の
事
項
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
が
当
該
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
の
立
会
い
の
下
に
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を

(a)
受
け
た
輸
出
者
又
は
当
該
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
で
あ
っ
て
第
二
規
則
４

に
規
定
す
る
も
の
の
施
設

(b)

を
訪
問
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
産
品
が
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
及
び
提

供
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
た
め
当
該
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
設
備
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
、
当
該
輸
出
締
約
国
に
対
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し
て
要
請
す
る
こ
と
。

産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当

(b)
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
が
所
持
す
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
を
、
当
該
輸
出
締
約
国
に
対
し
て

の
規
定
に
よ
る
訪
問
の

(a)

間
に
要
請
す
る
こ
と
。

２

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
１
の
規
定
に
よ
る
訪
問
の
実
施
を
輸
出
締
約
国
に
対
し
て
要
請
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ

う
な
要
請
を
行
う
た
め
の
書
面
を
、
訪
問
の
実
施
を
希
望
す
る
日
の
少
な
く
と
も
六
十
日
前
ま
で
に
受
領
の
確
認
を
伴
う
方

法
に
よ
り
当
該
輸
出
締
約
国
に
送
付
す
る
。
当
該
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
そ
の
施
設
に
訪
問
を
受
け
る

輸
出
者
又
は
当
該
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
に
対
し
、
訪
問
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
す
る
か
否
か
の

書
面
に
よ
る
回
答
を
求
め
る
。

３

２
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
る
書
面
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
情
報
を
含
め
る
。

当
該
書
面
を
送
付
す
る
税
関
当
局
を
特
定
す
る
事
項

(a)

そ
の
施
設
へ
の
訪
問
が
要
請
さ
れ
る
輸
出
者
又
は
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
の
氏
名
又
は
名
称

(b)

訪
問
の
実
施
を
希
望
す
る
日
及
び
場
所

(c)
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訪
問
の
目
的
及
び
実
施
の
範
囲
（
確
認
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
原
産
地
証
明
書
所
載
の
産
品
の
明
記
を
含
む
。
）

(d)

訪
問
に
立
ち
会
う
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
の
職
員
の
氏
名
及
び
官
職

(e)
４

輸
出
締
約
国
は
、
１
の
規
定
に
基
づ
い
て
要
請
さ
れ
る
訪
問
の
実
施
を
受
諾
す
る
か
否
か
を
、
２
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ

れ
る
書
面
を
受
領
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
輸
入
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

５

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
訪
問
の
最
終
日
か
ら
四
十
五
日
以
内
又
は
相
互
に
同

意
す
る
そ
の
他
の
期
間
内
に
、
１
の
規
定
に
基
づ
い
て
収
集
し
た
追
加
の
情
報
を
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
提
供
す
る
。

第
八
規
則

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
決
定
及
び
関
税
上
の
特
恵
待
遇
に
係
る
決
定

１

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
輸
入
者
が
い
ず
れ
か
の
産
品
に
つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
な
い
と
き
又
は
当
該
輸
入
者
が
こ
の
附
属
書
に
規
定
す
る
要
件
を
遵
守
し
な
い

と
き
は
、
当
該
産
品
に
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
六
規
則
又
は
第
七
規
則
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
手
続
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に

は
、
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
な
い
と
決
定
し
、
関

税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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当
該
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
が
要
請
に
対
し
第
六
規
則
２
又
は
第
七
規
則
５
に
規
定
す
る
期
間
内
に
回

(a)
答
し
な
い
場
合

当
該
輸
出
締
約
国
が
、
当
該
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
が
要
請
す
る
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め

(b)
の
訪
問
の
実
施
を
拒
否
す
る
場
合
又
は
第
七
規
則
２
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
要
請
に
対
し
同
規
則
４
に
規
定
す
る
期

間
内
に
回
答
し
な
い
場
合

第
六
規
則
又
は
第
七
規
則
の
規
定
に
従
い
当
該
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
提
供
さ
れ
た
情
報
が
当
該
産
品
が
当
該
輸

(c)
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
十
分
で
な
い
場
合

３

第
六
規
則
又
は
第
七
規
則
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
手
続
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に

は
、
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
に
対
し
、
産
品
が
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品

で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
決
定
（
当
該
決
定
に
係
る
事
実
認
定
及
び
法
的
根
拠
を
含
む
。
）
を
送
付
す
る
。

そ
の
送
付
は
、
両
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
六
規
則
の
規
定
に
従
い
当
該
輸
出
締
約
国
の
権
限

の
あ
る
政
府
当
局
に
よ
り
最
後
に
提
供
さ
れ
た
情
報
を
受
領
し
た
日
の
後
三
十
日
以
内
又
は
第
七
規
則
に
規
定
す
る
原
産
品

で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
訪
問
の
最
終
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
行
う
。
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４

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
は
、
そ
の
施
設
が
第
七
規
則
に
規
定
す
る
訪
問
の
対
象
と
な
っ
た
輸
出
者
又
は
当

該
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
に
対
し
、
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
よ
る
３
に
規
定
す
る
決
定
を
通
知
す

る
。
産
品
が
当
該
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
関
税
上
の
特
恵
待
遇
の
停
止
は
、
解
除
さ
れ

る
。

第
九
規
則

秘
密
性

１

一
方
の
締
約
国
が
こ
の
附
属
書
の
規
定
に
従
っ
て
他
方
の
締
約
国
に
対
し
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報

が
秘
密
の
も
の
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
は
、
当
該
情
報
の
秘
密
性
を
保
持
し
、
当
該
情
報

を
そ
の
提
供
者
の
競
争
的
地
位
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
開
示
か
ら
保
護
し
、
及
び
当
該
一
方
の
締
約
国
が
指
定
す
る
目
的

の
た
め
に
の
み
使
用
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
書
面
に
よ
る
明
示
的
な
同
意
を
得
な
い
で
当
該
情
報

を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
が
こ
の
附
属
書
の
規
定
に
従
っ
て
入
手
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、

こ
の
附
属
書
の
規
定
に
基
づ
く
原
産
地
証
明
書
の
確
認
の
た
め
に
、
当
該
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
の
み
が
使
用
す
る

(a)
も
の
と
す
る
。



667

輸
出
締
約
国
の
書
面
に
よ
る
明
示
的
な
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
輸
入
締
約
国
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官

(b)
が
行
う
い
か
な
る
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
規
則

不
正
行
為
に
対
す
る
適
当
な
罰
則
及
び
措
置

各
締
約
国
は
、
原
産
地
証
明
書
に
関
連
し
た
不
正
行
為
（
虚
偽
の
申
告
書
そ
の
他
の
文
書
を
自
国
の
権
限
の
あ
る
政
府
当
局

又
は
そ
の
指
定
団
体
に
提
出
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
行
う
自
国
の
輸
出
者
又
は
生
産
者
に
対
し
、
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
、

適
切
な
罰
則
そ
の
他
の
措
置
を
定
め
、
又
は
維
持
す
る
。

第
十
一
規
則

運
用
上
の
規
則

合
同
委
員
会
は
、
第
百
二
十
八
条
の
規
定
に
従
っ
て
こ
の
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
日
に
、
運
用
上
の
規
則
を
採
択
す
る
。
両

締
約
国
の
税
関
当
局
、
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
そ
の
他
の
関
係
す
る
当
局
は
、
同
規
則
に
定
め
る
詳
細
な
規
則
に
従
っ
て
、
こ

の
附
属
書
の
規
定
に
基
づ
く
任
務
を
遂
行
す
る
。



668

附
属
書
三
の
付
録

原
産
地
証
明
書
の
必
要
的
記
載
事
項

１

証
明
番
号

２

輸
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
国
名

３

輸
入
者
（
適
当
な
場
合
に
は
荷
受
人
）
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
国
名

４

輸
送
手
段
の
詳
細
（
船
積
日
、
荷
揚
港
及
び
船
舶
の
名
称
又
は
航
空
機
の
便
名
を
含
む
。
）
（
判
明
し
て
い
る
場
合
）

５

記
号
、
番
号
、
包
装
の
個
数
及
び
種
類
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
並
び
に
品
名

き
ん

６

特
恵
の
基
準
（
例
え
ば
、
Ｗ
Ｏ
、
Ｃ
Ｔ
Ｃ
、
Ｌ
Ｖ
Ｃ
、
特
定
の
製
造
又
は
加
工
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
累
積
、

少
の

僅

非
原
産
材
料
及
び
同
一
の
又
は
交
換
可
能
な
材
料
に
関
す
る
情
報
）

７

重
量
又
は
他
の
数
量
（
単
位
）

８

仕
入
書
の
番
号
及
び
日
付

９

輸
出
者
の
申
告
（
産
品
の
原
産
国
、
輸
出
者
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
そ
の
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
そ
れ
ら
の
者
の

代
表
者
の
署
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
申
請
地
及
び
申
請
日
を
含
む
。
）
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証
明
（
原
産
地
証
明
書
の
発
給
者
の
署
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
、
権
限
の
あ
る
政
府
当
局
又
は
そ
の
指
定
団
体
の
印
章
並

10
び
に
原
産
地
証
明
書
の
発
給
地
及
び
発
給
日
を
含
む
。
）

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
他
方
の
締
約
国
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

11
連
合
の
構
成
国
で
あ
る
第
三
国
の
材
料
、
当
該
他
方
の
締
約
国
又
は
当
該
第
三
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
工
程
又
は
作
業
及
び

当
該
他
方
の
締
約
国
又
は
当
該
第
三
国
の
国
名
（
当
該
材
料
が
当
該
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）


